
 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。 

  令 和 ５ 年  月  日 

                               神 奈 川 県 知 事  黒  岩  祐  治   

神 奈 川 県 規 則 第  号 

   神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 45 年 神 奈 川 県 規 則 第 43 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 １ 条 第 １ 項 中 「 第 ７ 条 第 ８ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 ９ 項 」 に 改 め る 。 

 第 ２ 条 第 14 号 の ３ を 削 る 。 

第 ７ 条 第 ５ 項 中 「 種 別 割 」 の 次 に 「 に 係 る 徴 収 金 」 を 加 え 、 「

用 い て 納 付 」 を 「 用 い て 納 付 し 、」 に 改 め 、 同 条 第 ７ 項 を 次 の よ

う に 改 め る 。 

７  第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 に よ る ほ か 、 個 人 事 業 税 、 不 動

産 取 得 税 及 び 自 動 車 税 の 種 別 割 に 係 る 徴 収 金 は 、 地 方 自 治 法 （

昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 231 条 の ２ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 知

事 が 指 定 し た 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 指 定 納 付 受 託 者 」 と い

う 。） が 納 税 義 務 者 か ら 納 付 の 委 託 を 受 け た と き は 、 当 該 指 定

納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る こ と が で き る 。 

第 ７ 条 中 第 ８ 項 を 第 ９ 項 と し 、 第 ７ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。 

８  第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及 び 前 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 第 ５ 項 の

規 定 に よ り 符 号 を 用 い て 納 付 し 、 又 は 納 入 す る こ と が で き る 徴

収 金 は 、 法 第 747 条 の ８ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 地 方 税 共 同 機 構 が

指 定 し た 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 機 構 指 定 納 付 受 託 者 」 と い

う 。） が 納 税 義 務 者 又 は 特 別 徴 収 義 務 者 か ら 納 付 又 は 納 入 の 委

託 を 受 け た と き は 、 当 該 機 構 指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 し 、 又 は 納

入 さ せ る こ と が で き る 。 

 別 表 第 ２ の 20 の ３ の 項 を 削 る 。 

 別 表 第 ４ の ４ の ３ の 項 を 削 り 、 同 表 の 35 の 項 中 

「 

 

 を 

 

                          」  

「 

自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 納

付 済 通 知 書 用 ）  
第 50 号 様 式 の ２  

自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 催

告 用 ）  
第 50 号 様 式 の ３  



 

 に 、 

」 

「 第 50 号 様 式 の ４ 」 を 「 第 50 号 様 式 の ３ 」 に 改 め 、 同 表 の 58 の 項

中 「 第 25 条 第 ２ 項 」 を 「 第 25 条 第 ４ 項 」 に 改 め る 。 

第 ９ 号 様 式 の ３ （ 裏 ）、 第 ９ 号 様 式 の ４ 及 び 第 ９ 号 様 式 の ６ 中 

「 

 神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関         を  

                    」  

「 

神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関 

 全 国 の 地 方 税 統 一 Ｑ Ｒ コ ー ド 対 応 金 融 機 関  に 改 め る 。 

                    」  

第 13 号 様 式 の ３ 及 び 第 13 号 様 式 の ４ を 削 る 。 

第 15 号 様 式 の ２ （ 表 ） 中 「 神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関 」 の 次 に

「 、 全 国 の 地 方 税 統 一 Ｑ Ｒ コ ー ド 対 応 金 融 機 関 」 を 加 え る 。 

第 45 号 様 式 中 備 考 を 備 考 ２ と し 、 備 考 １ と し て 次 の よ う に 加 え

る 。 

１  令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 以 後 に 納 税 義 務 又 は 特 別 徴 収 義 務 が

成 立 す る 県 税 に つ い て 更 正 の 請 求 を す る 場 合 に は 、 「 請

求 に 係 る 更 正 前 の 額 」 の 「 課 税 標 準 額 」 の 各 欄 に つ い て

は 、 記 入 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。 

第 45 号 様 式 の ２ 中 備 考 を 備 考 ２ と し 、 備 考 １ と し て 次 の よ う に

加 え る 。 

１  令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 以 後 に 特 別 徴 収 義 務 が 成 立 す る 県 民

税 利 子 割 に つ い て 更 正 の 請 求 を す る 場 合 に は 、 「 請 求 に

係 る 更 正 前 の 額 」 の 「 課 税 標 準 額 」 の 各 欄 に つ い て は 、

記 入 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。 

第 50 号 様 式 の ２ を 削 り 、 第 50 号 様 式 の ３ を 第 50 号 様 式 の ２ と し 、

第 50 号 様 式 の ４ を 第 50 号 様 式 の ３ と す る 。 

第 61 号 様 式 の ２ 及 び 第 61 号 様 式 の ３ 中 「 連 結 し て 」 を 「 通 算 し

て 」 に 改 め る 。 

第 62 号 様 式 （ 表 ） 中 

「 

県民税の特定寄附金税額控除額      

                  」  

自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 催

告 用 ） 
第 50 号 様 式 の ２  

を  



「 

県民税の特定寄附金税額控除額      

税額控除超過額相当額の加算額      

                  」  

第 63 号 様 式 中 

「 

 

 

 

 

 

 

               を  

 

 

 

 

 

              」  

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

               に 改 め る 。 

 

 

 

 

 

 

 

に 改 め る 。  

外

国

の

法

人

税

等

の

額

の

控

除

額

 
税額控除超過額相当額の加算額の総額  

道 府 県 民 税 分 円

市 町 村 民 税 分  

法人税割額から控除すべき外国税額の総額

道 府 県 民 税 分 円

市 町 村 民 税 分  

（個別）控除対象所得税額等相当額の控除

額の総額  

道 府 県 民 税 分 円

市 町 村 民 税 分  

補正後の従業者数の総数  

道 府 県 民 税 分 人

市 町 村 民 税 分  

 

外

国

の

法

人

税

等

の

額

の

控

除

額 

法人税割額から控除すべき外国税額の総額

道 府 県 民 税 分 円  

市 町 村 民 税 分  

（個別）控除対象所得税額等相当額の控除

額の総額  

道 府 県 民 税 分 円  

市 町 村 民 税 分  

補正後の従業者数の総数  

道 府 県 民 税 分 人  

市 町 村 民 税 分  

 



              」  

第 65 号 様 式 中 

「 

 

 

 

                     」  

「 

 

 

 

    」  

第 67 号 様 式 （ 表 ） 中 「 神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関 」 の 次 に 「 、

全 国 の 地 方 税 統 一 Ｑ Ｒ コ ー ド 対 応 金 融 機 関 」 を 加 え る 。 

第 75 号 様 式 （ 表 ） 中 

「 

 神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関   

                    」  

「 

神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関 

 全 国 の 地 方 税 統 一 Ｑ Ｒ コ ー ド 対 応 金 融 機 関  に 改 め る 。 

                    」  

第 77 号 様 式 （ 表 ） 中 

「 

     建物の区分所有に関する明細書  

                           」     

「  
     建物の区分所有に関する明細書  
                                                年  月  日  

 
 神奈川県    県税事務所長殿  
                   郵 便 番 号          
                   住(居)所又は所在地         
                   （ ふ り が な ）                
                    氏名又は法人名及び                
                   代表者氏名                        
                   個人番号又は法人番号              

外 国 の 法 人 税 等 

の 額 の 控 除 額 

（市町村民税分） 

法人税割額から控除 
すべき外国税額の総額 

円  

(個別)控除対象所得税額
等相当額の控除額の総額 

 

補正後の従業者数の総数 人  

外 国 の 法 人 税 等 

の 額 の 控 除 額 

（市町村民税分） 

税額控除超過額相当 
額の加算 額の総額 

円  

法人税割額から控除 
すべき外国税額の総額 

 

(個別)控除対象所得税額
等相当額の控除額の総額 

 

補正後の従業者数の総数 人  

に 改 め る 。  

を  

を  

を  

に  



                   電 話 番 号              
 

 次 の と お り 地 方 税 法 第 73 条 の ２ 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で の

規 定 に よ り 不 動 産 取 得 税 を 課 さ れ る 家 屋 を 取 得 し た の で 、

明 細 書 を 提 出 し ま す 。 

                         」  

改 め 、 同 様 式 （ 表 ） の 備 考 を 削 り 、 同 様 式 （ 裏 ） に 備 考 と し て 次

の よ う に 加 え る 。 

備 考  １  平 面 図 を 添 え て く だ さ い 。 

２  建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 第 30 条 に 規 定 す る 規 約

が あ る 場 合 に は 、 そ の 規 約 の 写 し を 添 え て く だ さ い 。 

第 79 号 様 式 の ２ 及 び 第 80 号 様 式 中 「 農 地 利 用 集 積 円 滑 化 団 体 等 」

を 「 農 地 中 間 管 理 機 構 」 に 改 め る 。 

第 132 号 様 式 （ 裏 ） 中 

「 

 神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関         を  

                   」  

「 

神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関 

全 国 の 地 方 税 統 一 Ｑ Ｒ コ ー ド 対 応 金 融 機 関 

                   」  

第 132 号 様 式 の ４ （ 表 ） 中 「 及 び 神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関 」

を 「 、 神 奈 川 県 収 納 代 理 金 融 機 関 及 び 全 国 の 地 方 税 統 一 Ｑ Ｒ コ ー

ド 対 応 金 融 機 関 」 に 改 め る 。 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条

第 14 号 の ３ を 削 る 改 正 規 定 及 び 第 ７ 条 第 ５ 項 の 改 正 規 定 、 別 表 第

２ の 20 の ３ の 項 を 削 る 改 正 規 定 並 び に 第 45 号 様 式 、 第 45 号 様 式 の

２ 、 第 61 号 様 式 の ２ 、 第 61 号 様 式 の ３ 、 第 79 号 様 式 の ２ 及 び 第 80

号 様 式 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

に 改 め る 。  


